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都市浸水対策の推進について
― 気候変動を踏まえた下水道による都市浸水対策 ―

国土交通省 水管理・国土保全局下水道部流域管理官 白　﨑　　　亮

１.はじめに

近年、気候変動の影響等により全国で
浸水被害が頻発している。気候変動に関
する政府間パネル（IPCC）の第５次評価
報告書によると、気候システムの温暖化
には疑う余地がなく、中緯度の陸地のほ
とんどで 21 世紀末までに極端な降水が
より強く、頻繁となる可能性が非常に高
いことなどが示されており、気候変動に
伴う降雨量の増加等による水災害の頻発
化・激甚化が懸念されている。また、気
象庁は平成 30年７月豪雨について、「地
球温暖化の寄与があった。」として、は
じめて個別災害について気候変動による
影響に言及しているところである１）。

２.近年の降雨および内水被
害の発生状況、下水道整
備の現状について

令和元年 10 月６日に南鳥島近海で発
生した令和元年東日本台風（台風第 19
号）は、12日 19 時前に大型で強い勢力

で伊豆半島に上陸し、その後、関東地方
を通過し、13日 12 時に日本の東で温帯
低気圧に変わった２）。10 日から 13 日ま
での４日間の総降水量が、神奈川県箱根
で 1,000㎜に達し、短時間の大雨につい
ても、気象庁のアメダス観測所等約1,300
地点において、１時間降水量が９地点で
観測史上１位を更新するとともに、18
都市で計画規模を超える降雨が発生する
など記録的な大雨となった。令和元年東
日本台風では、東日本を中心に 15 都県
135 市区町村の約 3.0 万戸で内水被害が
発生（令和２年１月末時点）した（図－
１）。
令和元年８月の前線に伴う大雨では、

８月 28 日の明け方に１時間 100㎜以上
の記録的豪雨が相次いで観測され、大雨
特別警報が佐賀県、福岡県、長崎県に発
表された。九州北部地方を中心に、26
日からの総降水量が 600㎜を超過するな
ど記録的大雨となり、３県 14 市町の約
４千戸で内水被害が発生（令和元年９月
末時点）した。

浸水被害が生じるおそれがあり都市浸
水対策を実施すべき区域の面積のうち、
おおむね５年に１回程度発生する規模の
降雨に対して既に整備が完了している区
域の割合（都市浸水対策達成率）は、令
和元年度末で約 60％まで進捗している
など、これまでも着実に推進されてきて
おり、施設整備が完成したエリアでは効
果が発現している。一方、令和元年東日
本台風における内水被害を分析したとこ
ろ、下水道施設が未整備または整備途上
の地区で家屋被害の約９割、下水道施設
の排水先河川の水位が計画高水位を上
回った地区で家屋被害の約８割が発生し
た。また、下水道整備が完了した地区で
も下水道の施設計画を超過する降雨によ
り内水被害が発生した事例もあった。

３.雨水管理総合計画の策定
の推進

下水道による浸水対策については、人
（受け手）主体の目標設定、地区と期間
を限定した整備、ソフト対策・自助の促

図－１　令和元年東日本台風による内水被害の状況（令和２年１月末時点）
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図－２　雨水管理総合計画による新たな雨水管理のイメージ

進による浸水被害の最小化という基本的
な考え方に基づき、総合的な対策を推進
しているが、必ずしも地方公共団体にお
いて、基本的な考え方が広く活用・展開
される状況に至っていない。そのため、
国土交通省では、下水道による浸水対策
を実施すべき区域や目標とする整備水準、
施設整備の方針などの基本的な事項を定
めた「雨水管理総合計画」の策定を推進
している。これまで、多くの地方公共団
体では、汚水処理と雨水排除の整備区域
をおおむね同一とし、計画区域全域にお
いて、一律の整備目標で施設整備を進め
ていると思われるが、今後は選択と集中
の観点から、浸水リスクを評価した上で、
雨水整備の優先度の高い地域を中心に重
点的に整備を進めていく必要があると考
えている。

４.気候変動を踏まえた今後
の取組について

近年、気候変動の影響等により内水氾
濫が発生するリスクが増大しており、令
和元年東日本台風においても、内水氾濫
による甚大な浸水被害が発生し、併せて、
下水道施設そのものも被災し、市民生活
に影響を与えることとなった。
こうした中、令和元年 10月、「気候変

動を踏まえた治水計画に係る技術検討
会」において、「気候変動を踏まえた治
水計画のあり方提言」（以下「治水計画
のあり方提言」という。）がとりまとめ
られた。国土交通省では、当該提言を踏
まえ、気候変動による降雨量の増加を反
映した治水対策に転換するための具体的
な方策について検討を速やかに進め、全
力を挙げて、防災・減災対策に取り組ん
でいくこととしている。
そこで、下水道による都市浸水対策に

ついても、令和元年 12 月に「気候変動
を踏まえた都市浸水対策に関する検討
会」を設置し、気候変動を踏まえた都市
浸水対策等について議論を深めてきた。
令和２年６月には、現在の知見や治水計
画のあり方提言での考え方を基に、今後
進めるべき施策について、以下のとおり
提言がとりまとめられた。

(１)気候変動を踏まえた下水道によ
る都市浸水対策に係る中長期的
な計画の策定の推進

IPCC の第５次評価報告書では、温室効
果ガスの排出に関するシナリオ（代表的
濃度経路シナリオ（以下「RCP シナリオ」
という。））が４つ用意されており、現在
のように温室効果ガスを排出し続けた場
合の世界の平均地上気温が、（21 世紀末
に排出量が産業革命以前と比べて約２倍
以上に増加し、最も温暖化が進む）
RCP8.5 シナリオ（４℃上昇相当）では 2.6
～ 4.8℃、21 世紀末に温室効果ガスの
排出をほぼゼロにした場合の（最も温暖
化を抑えた）RCP2.6 シナリオ（２℃上
昇相当）では 0.3 ～ 1.7℃、それぞれ上
昇すると予測されている３）。
気候変動に伴う降雨量の増加や短時間

豪雨の頻発等が懸念される中、計画的に
事前防災を進めるため、治水計画のあり
方提言での考え方を基に、現在の将来降

雨の予測データの整備状況や下水道に係
る計画の特性を踏まえ、気候変動を踏ま
えた下水道計画の前提となる外力の設定
手法として、現在のハード整備に用いる
計画降雨に、降雨量変化倍率を乗じて計
画雨水量を設定する手法を用いることと
した。RCP2.6（２℃上昇相当）における
降雨量変化倍率は、RCP8.5（４℃上昇相
当）から換算した暫定値としている。
なお、下水道に係る計画の対象として

いる降雨および雨域面積、降雨継続時間、
都市気候について、現在の気候変動予測
モデルで適切に再現するには限界がある
ため、今後、新たな知見の蓄積に努め、
再度検討すべきとされている。
また、雨水管理総合計画の策定・見直

しを通じて、気候変動を踏まえた計画に
見直すことが必要である。計画の見直し
にあたっては、前述のとおり、当面は、
ハード整備に用いる計画降雨に対して降
雨量変化倍率を乗じることとしているが、
計画における気候変動の影響の扱いにつ
いては、パリ協定等における政府として
の取組の目標および下水道施設の耐用年
数を踏まえ、現時点では２度上昇を考慮
することとしている。その上で、計画降
雨等の浸水リスク評価や対策の効果、排
水区の地形的条件等を踏まえ、ハード整
備による効果発現時期を見据え、既存施
設の有効活用や流域治水の考え方を踏ま

表－１　地域区分ごとの降雨量変化倍率
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えた多様な主体との連携など、早期の安
全度の向上のために様々な視点から対策
を検討し、雨水管理総合計画を策定する
ことが必要である。

(２)下水道施設の耐水化の推進
近年の激甚化する災害を踏まえ、重要

なライフラインの１つである下水道施設
については、河川氾濫等の災害時におい
ても一定の下水道機能を確保し、下水道
施設被害による社会的影響を最小限に抑
制するための措置を早急にかつ効率的に
進めるべきである。下水道施設のハード
対策（耐水化）において目標とする浸水
深は、施設の供用期間等を踏まえ中高頻
度の確率で発生する河川氾濫等を想定し
て設定することを基本とし、これを超え
る浸水深に対しては BCP によるソフト対
策で下水道機能の迅速な回復を図ること
としている。また、重要設備の配置や構
造物の構造等を踏まえ、電気設備の上階
への移設や防水仕様への更新、建物全体
の耐水化、重点化区画の耐水化を適切に
組み合わせ効率的、効果的に対策を進め
ることが必要である。これらのハード・
ソフト対策による施設浸水対策の考え方
をとりまとめ、令和２年度中に施設浸水
対策を含む BCP の見直しを行うとともに、
被災時のリスクの高い下水道施設につい
ては、対策浸水深や対策箇所の優先順位
等を明らかにした耐水化計画を令和３年
度までに策定することとしている。

(３)早期の安全度の向上
令和元年東日本台風などにおいて、下

水道施設が浸水被害の防止や軽減に大き
く貢献したことを踏まえ、下水道のハー
ド整備をこれまで以上に効率的・効果的
に進めるとともに、排水先河川の水位が
高い状況においても被害が最小化できる
よう、既存施設の更なる運用の工夫を行
い、早期に安全度を向上させるとととも
に、多様な主体との連携を更に進め、内
水浸水リスク低減策を進めることが必要
である。
雨水管理総合計画で位置づけられた雨

水対策を優先的に実施すべき区域等にお
いて、浸水対策事業の個別補助制度等の
活用を促進し、地下空間を活用した大規
模な雨水貯留施設等の整備や老朽化施設
の適切な機能確保を加速化させるととも
に、既存協議会など下水道部局と河川部
局など多様な主体が連携する仕組みを活
用した更なる情報共有の実施や、関係部

局が協働して、流域治水プロジェクトや
100㎜ /h 安心プランなど、早期の効果
発現を図るための取組を更に推進すべき
である。
既存施設の運用の工夫策としては、河

川管理者と調整を行った上で、地域の実
情に応じた排水ポンプの運転調整ルール
を適切に設定しつつ、予備ポンプ等の既
設排水ポンプや排水ポンプ車等の更なる
活用による効果的な内水排除を推進する
とともに、遠隔操作化や自動化など樋門
等の操作性の向上のための施設整備や、
水位計や流向計、監視カメラなどの観測・
制御機器の整備などを推進すべきである。
また、今後のまちづくりや建築物にお

ける電気設備の浸水対策において、内水
氾濫による浸水リスク情報（内水ハザー
ドマップ）の活用の有効性が指摘されて
いることも踏まえ、都市計画等に活用可
能な複数外力による多層的な内水浸水リ
スク評価結果を関係者と共有し、まちづ
くりとの連携を更に進めることが必要で
ある。

(４)ソフト施策の更なる推進・強化
下水道の整備過程や下水道の施設計画

を超過する降雨時においても、被害を最
小化させるため、ハード整備とともに、
ソフト施策を推進・強化することが重要
である。下水道による浸水対策を実施し
ている全ての自治体等において、浸水実
績の活用も含めた内水浸水想定区域図の
作成・公表・周知が進むための取組を推
進するとともに、防災部局や都市計画部
局等との連携によるリスク低減策（事前
防災）を進めるため、計画降雨を含む複
数外力による多層的なリスク評価結果の
公表を推進すべきである。その際には、
内外水を一体的に考えるためにも、降雨
レベルや外水位等の違いを踏まえた複数
のシナリオを設定し、それぞれ提示する
こと等で、内水浸水想定区域図の認知度
の向上、重要性の理解を深めるための取
組を進めるべきである。

(５)多様な主体との連携の強化
これまでに示した各種施策を強力に推

進するためにも、既存協議会も活用し、
河川管理者、防災部局、都市計画部局、
企業・住民など多様な主体との連携の枠
組みを構築し、複数外力による多層的な
内水浸水リスク評価結果や多様な主体が
実施する各取組を共有した上で、早期の
安全度の向上を図るための取組について、

地域の実情に応じて関係者間で検討、調
整を行うべきである。

５.リスク情報の活用

「気候変動を踏まえた都市浸水対策に
関する検討会」提言にもあるように、下
水道のリスク情報の活用は浸水被害の軽
減に重要である。
平成 27 年の水防法の改正で、下水道

の管内水位等を周知し避難に活用する水
位周知下水道制度が創設され、主に内水
浸水により人的被害が発生する恐れがあ
る地下街を有する地方公共団体で検討が
進められてきたが、令和２年５月に、福
岡市において全国で初めて水位周知下水
道が指定された。
また、令和２年７月には宅地建物取引

業法施行規則の一部を改正する命令が公
布され、不動産取引時に購入者等に対し
て事前に説明することが義務付けられて
いる重要事項説明の対象項目に、水防法
の規定に基づき作成された水害ハザード
マップにおける対象物件の所在地が追加
された。
このように、下水道の水位情報や内水

ハザードマップ等のリスク情報が浸水被
害の軽減に活用されるようになってきて
いる。

６.おわりに

近年、毎年のようにこれまで経験した
ことのないような豪雨が発生し、日本各
地で多くの内水氾濫による浸水被害が発
生するなど、水災害リスクが増大してい
る。国土交通省としては、提言の内容を
踏まえ、多様な主体との連携を図りつつ、
気候変動を踏まえた下水道による都市浸
水対策を推進していく。
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